
      

＜審査結果詳細情報の確認方法＞ 

e-Shien にログインいただき、就学支援金の審査結果の詳細情報がご確認いただけます。 

〇『申請者向け利用マニュアル_(1)共通編』P.17-19 

  ※上記マニュアルは、e-Shien にログインされた後の「ヘルプ」ボタンからご確認いただけます。 

なお、令和７年度では e-Shien 上で「所得制限」で就学支援金が不認定となった場合でも、臨時支援

金を意向ありとしている場合は、臨時支援金の支給対象となり、国からの支援があります。臨時支援金

の決定については、e-Shien のシステム外で、12月以降お知らせします。 

 

＜支給額・判定額計算方法＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学支援金は前年以前の課税標準額により支給されるため、保護者等の失職、倒産等家計急変したときにすぐ反映されない場合があります。その場

合でも、やむを得ない理由（「疾病、負傷により離職・休職し、その後９０日以上就労困難な場合」や、「自己の責めに帰すべき理由によらない離

職」等）により収入が著しく減少した場合は、前年の課税所得によらず、家計急変支援制度により授業料と就学支援金との差額について支援を受け

られる可能性があります。詳しくは学校の担当窓口にお問い合わせください。 

 

≪重要！≫ 
〇就学支援金受給中に、以下の変更があった場合には、その都度、改めて届出が必要となるので、急ぎ 
学生課学生係にお申し出ください。 

・休学・復学 
・離婚や再婚等による保護者等（所得確認対象者）の変更があった場合 
・令和６年４月以降に収入の修正申告や税額の更正決定により所得に変更があった場合（それ以前の所

得の変更も対象） 

～ 審査結果詳細の確認方法について ～ 


